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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルロースを酸化して、グルコピラノース環の炭素６位を選択的にカルボキシル基に変
換したグルクロン酸残基とグルコース残基を構成単位とする微細セルロースを含有するこ
とを特徴とするコーティング剤。
【請求項２】
　前記カルボキシル基量が、セルロースを構成する単糖の全体モル数に対し１％以上６０
％以下の範囲であることを特徴とする請求項１記載のコーティング剤。
【請求項３】
　前記カルボキシル基量が、セルロースを構成する単糖の全体モル数に対し１％以上３０
％以下の範囲であることを特徴とする請求項１記載のコーティング剤。
【請求項４】
　前記微細セルロースの平均粒径が１００μｍ以下であることを特徴とする請求項１ない
し請求項３のいずれか１項に記載のコーティング剤。
【請求項５】
　前記微細セルロースの平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とする請求項１ないし
請求項３のいずれか１項に記載のコーティング剤。
【請求項６】
　前記グルクロン酸残基を導入する酸化が、水分散させた微細セルロースを水系で処理す
る酸化方法であることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載のコー
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ティング剤。
【請求項７】
　請求項６記載の酸化方法が、Ｎ－オキシル化合物の触媒の存在下で処理する酸化方法で
あることを特徴とするコーティング剤。
【請求項８】
　請求項６記載の酸化方法が、Ｎ－オキシル化合物の触媒の存在下で、水中で臭化アルカ
リ金属またはヨウ化アルカリ金属の存在下、次亜ハロゲン酸、亜ハロゲン酸、過ハロゲン
酸およびそれらの塩のうち少なくとも１種の酸化剤を用いて酸化することを特徴とするコ
ーティング剤。
【請求項９】
　前記Ｎ－オキシル化合物が、２，２，６，６－テトラメチル－１－ピペリジンＮ－オキ
シルであることを特徴とする請求項７または請求項８記載のコーティング剤。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載のコーティング剤中に、他の添加剤を含
むことを特徴とするコーティング剤。
【請求項１１】
　前記添加剤が、無機層状化合物であることを特徴とする請求項１０記載のコーティング
剤。
【請求項１２】
　前記添加剤が、有機金属化合物あるいは有機金属化合物の加水分解物であることを特徴
とする請求項１０記載のコーティング剤。
【請求項１３】
　前記有機金属化合物が、下記一般式
　　ＡｍＭ（ＯＲ）ｎ－ｍ
（式中、Ａは炭素数１～１０個の炭素主鎖１種類以上で構成され、Ｍは金属元素、Ｒはア
ルキル基であり、ｎは金属元素の酸化数、ｍは置換数（０≦ｍ＜ｎ）を表す）で示される
有機金属化合物、又は該有機金属化合物の重合体からなることを特徴とする請求項１２記
載のコーティング剤。
【請求項１４】
　前記一般式で示される金属元素Ｍが、ケイ素（Ｓｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン
（Ｔｉ）であることを特徴とする請求項１３記載のコーティング剤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セルロースを用いたガスバリア性コーティング剤、及びそれを塗布して得られ
る積層材料に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ガスバリアフィルムとしては、塩化ビニリデン共重合体（ＰＶＤＣ）等の塩素系の
ものが各種包装材料などに広く普及している。しかし、最近の環境問題に対する意識の高
まりから、非塩素系のガスバリア材としてポリビニルアルコール（ＰＶＡ）とエチレンビ
ニルアルコールとの共重合体、あるいはこれらの樹脂がコートされたフィルムが使用され
ている。しかしながら、これらのガスバリアフィルムは、湿度依存性が大きく、また、酸
素透過度が１ｃｃ／ｍ2・ｄａｙ・ａｔｍ以下という高いガスバリア性を実現することが
できない。
【０００３】
一方、高いバリア性を実現するガスバリアフィルムとしては、ＳｉＯｘ、Ａｌ2Ｏ3等の無
機物を蒸着法によりプラスチックフィルム基材上に蒸着した、いわゆる、セラミック蒸着
フィルムが開発され、その優れたガスバリア性から注目されている。
しかしながら、セラミック蒸着フィルムは、その蒸着層がセラミックからなる故に脆く、
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可撓性に欠けるので、包装材料としての加工適性に問題を有するものとなっている。
【０００４】
そこで、セラミック蒸着フィルムの問題を解決する手段として、ポリウレタン樹脂等の樹
脂溶液中に特定のアスペクト比を有するマイカ粉末等の無機物を分散させた塗液を、基材
上に塗布することにより形成した有機無機複合膜や、セラミック蒸着フィルム上にＰＶＡ
等の樹脂保護層を積層した積層体が検討されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の樹脂中に無機化合物を分散させた有機無機複合膜も、十分なガスバ
リア性が得られず、さらに、湿度劣化や温度依存性に対する耐性も十分とはいえず、これ
らを改善することが課題となっている。
【０００６】
また、セラミック蒸着フィルム上に樹脂保護膜を形成した積層材料も、その樹脂保護膜は
、セラミック蒸着層を外力による機械的損傷等から保護するための保護膜として機能する
が、ガスバリア性を十分に向上させるものとはなっていない。
そのため、この積層材料は、温度依存性や高湿度下でのガスバリア性の劣化が見られ、ま
た、撓みや引っ張りによって損傷しやすく、ラミネート加工や製袋等に対する加工適性が
依然として不十分であるという問題を有している。
【０００７】
一方、近年、これまでの環境負荷型技術から環境保全型への技術転換が世界中で巻き起こ
る中、再生可能な天然資源が注目されてきている。これはほとんどの天然資源は、石油由
来のプラスチックより燃焼熱が低い上に、生分解性もあり土に戻すことができ、廃棄物処
理の心配がない。そこで、天然資源を有効利用した材料を使用することは、環境問題の深
刻化する中で、重要な課題であろう。
【０００８】
そこで最近では、環境保全型の資源を利用した、水溶性デンプンや水溶性セルロース誘導
体をはじめとする多糖類を用いたガスバリア性コーティング剤が開発されている。これら
のコーティング剤は、天然物由来ということで環境的にも安全上の観点からもＰＶＡ等の
合成高分子由来のコーティング剤に比べ好ましい。しかし、水溶性多糖類のコーティング
剤は、温度依存性や高湿度下でのガスバリア性の劣化は避けられない問題があった。
【０００９】
本発明は、以上のような従来技術の課題を解決しようとするものであり、環境保全型の天
然資源を利用し、廃棄処理あるいはリサイクリングが可能でコスト的にも安価であり、か
つ可とう性と優れたガスバリア性を有し、湿度劣化や温度依存性が抑制できるコーティン
グ剤、及びそのコーティング剤を使用して塗布形成した塗膜が、透明で、ガスバリア性を
有し、加工適性や保存適性にも優れた積層材料を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、セルロースを酸化して、グルコピラ
ノース環の炭素６位を選択的にカルボキシル基に変換したグルクロン酸残基とグルコース
残基を構成単位とする微細セルロースを含有することを特徴とするコーティング剤である
。
【００１１】
請求項２に係る発明は、前記カルボキシル基量が、セルロースを構成する単糖の全体モル
数に対し１％以上６０％以下の範囲であることを特徴とする請求項１記載のコーティング
剤である。
【００１２】
請求項３に係る発明は、前記カルボキシル基量が、セルロースを構成する単糖の全体モル
数に対し１％以上３０％以下の範囲であることを特徴とする請求項１記載のコーティング
剤である。
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【００１３】
請求項４に係る発明は、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の微細セルロース
の平均粒径が１００μｍ以下であることを特徴とするコーティング剤である。
【００１４】
請求項５に係る発明は、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の微細セルロース
の平均粒径が１０μｍ以下であることを特徴とするコーティング剤である。
【００１５】
請求項６に係る発明は、前記グルクロン酸残基を導入する酸化が、水分散させた微細セル
ロースを水系で処理する酸化方法であることを特徴とする請求項１ないし請求項５のいず
れか１項に記載のコーティング剤である
【００１６】
請求項７に係る発明は、請求項６記載の酸化方法が、Ｎ－オキシル化合物の触媒の存在下
で処理する酸化方法であることを特徴とするコーティング剤である。
【００１７】
請求項８に係る発明は、請求項６記載の酸化方法が、Ｎ－オキシル化合物の触媒の存在下
で、水中で臭化アルカリ金属またはヨウ化アルカリ金属の存在下、次亜ハロゲン酸、亜ハ
ロゲン酸、過ハロゲン酸およびそれらの塩のうち少なくとも１種の酸化剤を用いて酸化す
ることを特徴とするコーティング剤である。
【００１８】
請求項９に係る発明は、前記Ｎ－オキシル化合物が、２，２，６，６－テトラメチル－１
－ピペリジンＮ－オキシルであることを特徴とする請求項７または請求項８記載のコーテ
ィング剤である。
【００１９】
請求項１０に係る発明は、請求項１ないし請求項９のいずれか１項に記載のコーティング
剤中に、他の添加剤を含むことを特徴とするコーティング剤である。
【００２０】
請求項１１に係る発明は、前記添加剤が、無機層状化合物であることを特徴とする請求項
１０記載のコーティング剤である。
【００２１】
請求項１２に係る発明は、前記添加剤が、有機金属化合物あるいは有機金属化合物の加水
分解物であることを特徴とする請求項１０記載のコーティング剤である。
【００２２】
請求項１３に係る発明は、前記有機金属化合物が、下記一般式
ＡｍＭ（ＯＲ）ｎ－ｍ
（式中、Ａは炭素数１～１０個の炭素主鎖１種類以上で構成され、Ｍは金属元素、Ｒはア
ルキル基であり、ｎは金属元素の酸化数、ｍは置換数（０≦ｍ＜ｎ）を表す）で示される
有機金属化合物、又は該有機金属化合物の重合体からなることを特徴とする請求項１２記
載ののコーティング剤である。
【００２３】
請求項１４に係る発明は、前記一般式で示される金属元素Ｍが、ケイ素（Ｓｉ）、アルミ
ニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）であることを特徴とする請求項１３記載のコーティング
剤である。
【００２６】
【発明の実施の形態】
本発明のコーティング剤は、セルロースを酸化して、グルコピラノース環の炭素６位を選
択的にカルボキシル基に変換したグルクロン酸残基とグルコース残基を構成単位とする微
細セルロースを含有することを特徴とするものである。そして、前記カルボキシル基量が
、セルロースを構成する単糖の全体モル数に対し１％以上６０％以下の範囲、さらに好ま
しくは、１％以上３０％以下の範囲であることを特徴とする。
この範囲にある微細セルロースは水に不溶であるが非常によくなじみ、分散性もよい。
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さらに、セルロース中に元々ある水酸基よりも極性が高く、水素結合能も高いカルボキシ
ル基を導入する事により高いガスバリア性とコーティングした際の透明性を付与できる。
【００２７】
本発明におけるグルクロン酸残基を導入する酸化方法は水分散させた微細セルロースを水
系で処理することを特徴とするもので、水系で処理した後乾燥工程を経ることなくコーテ
ィング剤が調製できる為、微細セルロースの凝集などを防ぐことができる。
また、本発明におけるグルクロン酸残基を導入する酸化方法はＮ－オキシル化合物などの
触媒の存在下で、水分散させた微細セルロースを水系で処理することを特徴とする。
【００２８】
本発明のコーティング剤に含まれる改質微細セルロースは、Ｎ－オキシル化合物（オキソ
アンモニウム塩）の存在下、酸化剤を用いて、微細セルロースを酸化することにより得る
ことができる。Ｎ－オキシル化合物には、２，２，６，６－テトラメチル－１－ピペリジ
ンＮ－オキシル（以下、ＴＥＭＰＯと称する）などが含まれる。
この酸化方法では、酸化の程度に応じて、カルボキシル基を均一かつ効率よく導入できる
。本酸化反応は、前記Ｎ－オキシル化合物と、臭化物又はヨウ化物との共存下で行うのが
有利である。
この臭化物又はヨウ化物としては、水中で解離してイオン化可能な化合物、例えば、臭化
アルカリ金属やヨウ化アルカリ金属などが使用できる。酸化剤としては、ハロゲン、次亜
ハロゲン酸，亜ハロゲン酸や過ハロゲン酸又はそれらの塩、ハロゲン酸化物、窒素酸化物
、過酸化物など、目的の酸化反応を推進し得る酸化剤であれば、いずれの酸化剤も使用で
きる。
【００２９】
本発明では、微細セルロースのセルロース骨格中６位の水酸基を選択的に酸化し、骨格中
のグルコースをグルクロン酸に変換するものである。Ｎ－オキシル化合物は触媒量で済み
、例えば、セルロースに対して重量比で２％～１０ｐｐｍあれば充分である。
【００３０】
本発明の酸化反応条件などは、特に限定されず、セルロースの性状、使用する設備などに
よって最適化されるべきであるが、臭化物やヨウ化物との共存下で酸化反応を行うと、温
和な条件下でも酸化反応を円滑に進行させることができ、カルボキシル基の導入効率を大
きく改善できるので好ましい。
【００３１】
ここで、臭化物及び／又はヨウ化物の使用量は、酸化反応を促進できる範囲で選択でき、
例えば、セルロースに対し２０％～１００ｐｐｍである。
【００３２】
本発明における改質微細セルロースの酸化反応系は、Ｎ－オキシル化合物にはＴＥＭＰＯ
を用い、臭化ナトリウムの存在下のもとで、酸化剤として次亜塩素酸ナトリウムを用いる
のが好ましい。
【００３３】
また、微細セルロースの酸化反応では、セルロースの１級水酸基への酸化の選択性を上げ
、副反応を抑える目的で、反応温度は室温以下で反応させることが望ましい。
さらに、改質微細セルロースの酸化反応における反応系のｐＨは、反応の効率の面から、
ＰＨ９～１２の間で反応を行うことが望ましい。
【００３４】
一方、本発明における微細セルロースの原料は特に限定されるものではなく、各種木材、
非木材パルプ、微生物産生セルロース、バロニアセルロース、ホヤセルロース、レーヨン
等の再生セルロース等を高圧ホモジナイザーや凍結粉砕、ミル等で粉砕した粉末状のもの
や加水分解などの化学的処理により精製した微細セルロースで、市販されている各種セル
ロース粉末や、微結晶セルロース粉末を使用できる。
これらの微細セルロースのセルロース粉末は平均粒径が１００μｍ以下の範囲にあること
が好ましく、より好ましくは平均粒径が１０μｍ以下の範囲のものが、分散性、コーティ
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ング膜の透明性において優れているので好ましい。
【００３５】
また、本発明のコーティング剤中には、更に他の添加剤を含ませてもよい。
この添加剤として、無機層状化合物を含有させる事も可能で、無機層状化合物とは層状構
造を有する結晶性の無機化合物をいい、例えば、カオリナイト族、スメクタイト族、マイ
カ族等に代表される粘土鉱物をあげることができる。無機層状化合物である限り、その種
類、粒径、アスペクト比等は、そのガスバリアフィルムの使用目的等に応じて適宜選択す
ることができ、特に限定されない。
一般的には、スメクタイト族の無機層状化合物として、モンモリロナイト、ヘクトライト
、サポナイト等をあげることができ、これらの中でも、溶液中の安定性や、塗工性等の点
から好ましいものとしてモンモリロナイトをあげることができる。
【００３６】
また、他の添加剤として、有機金属化合物あるいは有機金属化合物の加水分解物を含み、
改質微細セルロースと複合化させることも可能である。
この有機金属化合物は、下記一般式
ＡｍＭ（ＯＲ）ｎ－ｍ
（式中、Ａは炭素数１～１０個の炭素主鎖１種類以上で構成され、Ｍは金属元素、Ｒはア
ルキル基であり、ｎは金属元素の酸化数、ｍは置換数（０≦ｍ＜ｎ）を表す）で示される
有機金属化合物、又は該有機金属化合物の重合体からなることを特徴とする。
上記一般式で示される有機金属化合物の置換基がビニル基、エポキシ基、アルキル基、ア
ミノ基を有してもよく、それらの有機金属化合物を１種類または、２種類以上添加する事
により、各種機能、特に耐水性、耐湿性を付与することが可能となる。
【００３７】
また、前記一般式で示される金属元素Ｍが、ケイ素（Ｓｉ）、アルミニウム（Ａｌ）、チ
タン（Ｔｉ）であることを特徴とする載のコーティング剤とすることができる。
【００３８】
次に、本発明の積層材料は、前記のコーティング剤を予め作成し、基材にコーティングし
て形成させるものである。
このコーティング方法は、ディッピング法、ロールコート法、スクリーン印刷法、スプレ
ー法等の公知の塗工方法によって基材の少なくとも一方の面上にコーティングし、乾燥さ
せる。
これにより、基材上に透明な被膜を形成することができる。
ここで、コーティング剤はセルロース粉末のであるが、酸化処理を経てこれらの改質微細
セルロースの主に表面に導入されたカルボキシル基の存在により、乾燥後は均一な透明の
薄い膜を得ることができる。
【００３９】
前記被膜を基材の片面に形成する場合には、乾燥後の複合被膜の厚さが約０．０１～１０
０μｍとなるようにコーティング形成することが好ましく、特に、０．１～２０μｍとす
ることが好ましい。被膜が薄すぎると塗膜が形成されにくく、反対に被膜が厚すぎると不
経済である。
なお、複合被膜を基材の両面に形成する場合、複合被膜の厚さは、０．１～１０μｍとす
ることが好ましい。
【００４０】
これらのコーテイング剤には、この他、顔料分散剤等を配合することもできる。
【００４１】
一方、ここでの基材は、一般的に使用されている種々のシート状又はフィルム状の基材を
、当該ガスバリア材の用途に応じて適宜選択し、使用することができる。例えば、紙、板
紙や、ポリ乳酸等の生分解性プラスチック、ポリオレフィン（ポリエチレン、ポリプロピ
レン等）、ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、
ポリエチレンナフタレート等）、ポリアミド（ナイロン－６、ナイロン－６６等）、ポリ
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塩化ビニル、ポリイミド等あるいはこれらの高分子の共重合体を使用することができる。
【００４２】
この基材としては、帯電防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤、滑剤、着色剤等の公知の添加剤
を含有したものを使用することができる。また、表面に、コロナ処理、アンカーコート処
理等の表面改質を行い、その表面に形成される複合被膜との密着性を向上させたものも使
用することができる。
【００４３】
ガスバリア性を一層向上させる場合、基材として、セラミック蒸着フィルムを使用しても
よい。
このセラミック蒸着フィルムとしては、ポリエチレンテレフタレート、ポリオレフィン等
のプラスチックフィルム上に、真空蒸着法、スパッタリング法、プラズマ気相成長法（Ｃ
ＶＤ法）等の真空プロセスにより、酸化ケイ素、酸化アルミニウム等の無機物の蒸着膜を
形成したものを使用することができる。
【００４４】
基材として、セラミック蒸着フィルムを使用する場合に、その蒸着膜の好ましい膜厚は、
当該ガスバリア材の用途や蒸着膜の膜組成等に応じて異なるが、通常、数ｎｍ～５００ｎ
ｍの範囲が好ましく、５ｎｍ～３００ｎｍがより好ましい。この蒸着膜が薄すぎると蒸着
膜の連続性が維持されなくなり、反対に厚すぎると可撓性が低下し、クラックが発生しや
すくなる。
【００４５】
本発明のガスバリア材には、必要に応じて、上述の基材及び複合被膜の他、さらにヒート
シールを可能とする熱可塑性樹脂層、印刷層等を積層することができる。この場合、積層
する各層は、溶融押出により積層してもよく、接着剤を用いて積層してもよい。
【００４６】
【実施例】
以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。
【００４７】
以下の実施例で使用する微細セルロースは、一例として、下記の製造方法に基づいて製造
した。
＜微細セルロースの製造方法＞
それぞれの微細セルロースを水に分散させたペースト（絶乾セルロース量＝１０ｇ相当）
にＴＥＮＰＯ０．１２５ｇ、臭化ナトリウム　１．２５ｇを溶解させた水溶液を加え、セ
ルロース重量の全体に対する濃度が約１．３ｗｔ％になるよう調製した。反応系を冷却し
、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（Ｃｌ＝５％）１００ｍｌを添加し、酸化反応を開始する
。
反応温度は常に５℃に維持した。反応中は系内のＰＨが低下するが、０．５Ｎ－ＮａＯＨ
水溶液を逐次添加し、ＰＨ１０．８付近に調整した。
１日後反応を停止し、十分に水またはアルコールにより洗浄した後、約５ｗｔ％の改質微
細セルロースペーストを得た。微細セルロースが天然セルロースであれば、上記のような
酸化方法により構成単糖全体のうち６０％までをグルコースからグルクロン酸に変換でき
る。酸化の程度を６０％以下に調節するには、次亜塩素酸ナトリウムの添加量と反応時間
を調整すれば、制御が可能である。
天然セルロースに比べ、酸化され易いアルカリセルロースや、レーヨンなどの再生セルロ
ースの粉末を用いるときは、次亜塩素酸ナトリウム水溶液の添加量を酸化当量の６０％（
セルロース１ｇに対し６ｇ、グルコース残基１モルに対し、１．２モル）以下にした。
セルロースの本酸化方法によっては、セルロースの種類などにより６０％以上のものも得
られるが、６０％以上酸化したものの中には水溶性の部分も多く含まれるため、取り扱い
易さや、収率の面から、６０％以下が望ましい。
【００４８】
また、微細セルロースの平均粒径が１００μｍ以上のものは、コーティング剤としての分
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散性が悪くコーティングが困難な上に、乾燥後のコーティング膜も不透明で、バリア性も
低い。一方、平均粒径１００μｍ以下であればコーティング剤の分散性も良好で、乾燥後
のコーティング膜も透明になる。さらに、平均粒径１０μｍ以下であると、乾燥後のコー
ティング膜はより透明になり、バリア性も高くなる。
【００４９】
（実施例１）
平均粒径３μｍの市販のペースト状微結晶セルロース１００ｇ（絶乾セルロース量＝１０
ｇ相当）にＴＥＭＰＯ０．１２５ｇ、臭化ナトリウム　１．２５ｇを溶解させた水溶液を
加え、セルロース重量の全体に対する濃度が約１．３ｗｔ％になるよう調製した。反応系
を冷却し、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（Ｃｌ＝５％）１００ｍｌを添加し、酸化反応を
開始する。反応温度は常に５℃に維持した。反応中は系内のＰＨが低下するが、０．５Ｎ
－ＮａＯＨ水溶液を逐次添加し、ＰＨ１０．８付近に調整した。
１日後反応を停止し、十分に水またはアルコールにより洗浄した後、約１０ｗｔ％の改質
微細セルロースペーストを得た。この酸化処理後の改質微細セルロースペーストを基材の
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（１２μｍ，コロナ処理）の片面にバー
コーターでコーティング後、乾燥機で１００℃－１０ｍｉｎ乾燥して膜厚１．０μｍの被
膜を形成し、試験体を得た。
【００５０】
（実施例２）
市販のセルロースパウダーの懸濁液をミルで粉砕し平均粒径１００μｍの微細セルロース
ペーストを得た。実施例１と同条件にて酸化処理を行い、約１０ｗｔ％の改質微細セルロ
ースペーストを得た。さらに実施例１同様にコーティング、乾燥を行い膜厚１．０μｍの
被膜を形成し、試験体を得た。
【００５１】
（実施例３）
実施例１で用いた１０ｗｔ％改質微細セルロースペーストと、２倍量の５ｗｔ％モンモリ
ロナイト水分散液を混合し、コーティング剤を調製した。このコーティング剤を、基材の
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（１２μｍ，コロナ処理）の片面にバー
コーターでコーティング後、乾燥機で１００℃－１０ｍｉｎ乾燥して膜厚１．０μｍの被
膜を形成し、試験体を得た。
【００５２】
（実施例４）
テトラエチルオルソシリケート（Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４：ＴＥＯＳと略記）８．３ｇ（０
．０４ｍｏｌ）と２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン（
チッソ製　サイラーエースＳ５３０）９．９ｇ（０．０４ｍｏｌ）に０．１Ｎの塩酸水溶
液を１８ｇ加え１８時間攪拌し、加水分解溶液を作成した。これに実施例１で用いた１０
ｗｔ％改質微細セルロースペーストを重量比で１／１になるように混合して複合溶液を作
成した。これらの溶液を基材のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（１２μ
ｍ，コロナ処理）の片面にバーコーターでコーティング後、乾燥機で１００℃－１０ｍｉ
ｎ乾燥して膜厚１．０μｍの被膜を形成し、試験体を得た。
【００５３】
（比較例１）
酸化前の微細セルロースペーストを基材のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィル
ム（１２μｍ，コロナ処理）の片面にバーコーターでコーティング後、乾燥機で１００℃
－１０ｍｉｎ乾燥して膜厚１．０μｍの被膜を形成し、試験体を得た。
【００５４】
（比較例２）
比較として基材のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（１２μｍ，コロナ処
理）のみを試験体とした。
【００５５】
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実施例及び比較例で得られた試験体について透明度、酸素透過度の測定及び密着試験を下
記の測定方法及び試験方法に基づいて評価した。その評価結果を表１に示す。
＜透明度測定＞
ヘイズメータ（日本電色工業株式会社）にて全光線透過率及びヘイズ率を測定した。
【００５６】
ガスバリア性を酸素透過度測定装置（モダンコントロール社製ＭＯＣＯＮ　ＯＸＴＲＡＮ
　１０／５０Ａ）を用い３０℃－７０％ＲＨ雰囲気の条件で測定した。
【００５７】
＜密着性試験＞
セロハンテープ剥離試験により評価した。
【００５８】
【表１】

【００５９】
酸化処理を行った改質微細セルロースペーストをコーティングしたフィルム（実施例１～
４）はいずれも、酸化処理を行っていない微細セルロースペーストをコーティングしたフ
ィルム（比較例１）に比べガスバリア性や、密着性に優れていた。
また、全光線透過率やヘイズ率においても、酸化処理を行った改質微細セルロースペース
トをコーティングしたフィルは透明性が高かった。さらに、ペースト中の微粉末の平均粒
径が３μｍのものの方が１００μｍのものより高い透明性を示した。
【００６０】
【発明の効果】
本発明のコーティング剤は、再生可能な天然資源である改質微細セルロースを利用してい
ることから、石油由来のプラスチックより燃焼熱が低く、焼却時に有毒ガス、有害物質を
発生することない。
また、本発明のコーティング剤は、グルコースとグルクロン酸ユニットからなる改質微細
セルロース使用していることから、生分解性があり廃棄物処理の心配がない。
また、本発明のコーティング剤からなる乾燥塗膜は、透明性に優れ、酸素通過度が低く、
湿度劣化や温度依存性が抑制される。
さらに、本発明のコーティング剤を基材に塗布形成してなる積層材料は、加工適性や保存
適性にも優れたガスバリア材料として用いられる。
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